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平成３０年第４回大仙市議会定例会会議録第４号

平成３０年１２月１７日（月曜日）

議 事 日 程 第 ４ 号

平成３０年１２月１７日（月曜日）午前１０時開議

第 １ 議長報告 ・例月現金出納検査結果

第 ２ 議案第１４２号 秋田県市町村総合事務組合規約の一部変更について

（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ３ 議案第１４１号 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関

する条例の一部を改正する条例の制定について

（企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ４ 議案第１４３号 大仙市協和モーターサイクル場の指定管理者の指定について

（企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ５ 議案第１４４号 大仙市南外体育館等の指定管理者の指定について

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ６ 議案第１４５号 大仙市ふれあい体育館等の指定管理者の指定について

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ７ 議案第１４６号 南外ふれあいパークの指定管理者の指定について

（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ８ 議案第１４７号 平成３０年度大仙市一般会計補正予算（第６号）

（各常任委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ９ 議案第１４８号 平成３０年度大仙市一般会計補正予算（第７号）

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第１０ 陳情第 １８号 ７５歳以上の後期高齢者医療自己負担を２割にしないことを

国に求める陳情書

（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）
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第１１ 陳情第 １３号 陳情 食糧の安全・安心を図るために農産物検査法及び食

品表示法の抜本的見直しが必要です

（企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第１２ 請願第 ９号 四ツ屋公民館の建て替えに関する請願

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第１３ 陳情第 ９号 臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める陳情書

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第１４ 陳情第 １５号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善と大幅増員のた

め国に対し意見書の提出を求める陳情

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第１５ 陳情第 １６号 「介護労働者の労働環境及び処遇の改善」のために国に対

し意見書の提出を求める陳情

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第１６ 陳情第 １７号 看護師の全国を適用地域とした特定最賃の新設のため国に

対し意見書を求める陳情書

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第１７ 陳情第 １９号 介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善等を国に求め

る陳情書 （教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第１８ 陳情第 １４号 通学に伴う防塵舗装に関する陳情

（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第１９ 意見書案第１０号 ７５歳以上の後期高齢者医療自己負担を２割にしないこと

を求める意見書 （質疑・討論・表決）

第２０ 意見書案第１１号 食糧の安全・安心を図るために、農産物検査法及び食品表

示法の抜本的見直しを求める意見書（質疑・討論・表決）

第２１ 意見書案第１２号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善と大幅増員を求

める意見書 （質疑・討論・表決）

第２２ 意見書案第１３号 介護労働者の労働環境及び処遇の改善を求める意見書

（質疑・討論・表決）

第２３ 意見書案第１４号 看護師の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める意

見書 （質疑・討論・表決）
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第２４ 各委員会からの閉会中の継続審査及び所管事務調査の申し出について

出席議員（２６人）

２番 小笠原 昌 作 ３番 三 浦 常 男 ４番 佐 藤 隆 盛

５番 挽 野 利 恵 ６番 秩 父 博 樹 ７番 石 塚 柏

９番 本 間 輝 男 １０番 藤 田 和 久 １１番 佐 藤 文 子

１２番 小 山 緑 郎 １３番 小 松 栄 治 １４番 後 藤 健

１５番 佐 藤 育 男 １６番 古 谷 武 美 １７番 児 玉 裕 一

１８番 佐 藤 芳 雄 １９番 髙 橋 徳 久 ２０番 橋 本 五 郎

２１番 渡 邊 秀 俊 ２２番 佐 藤 清 吉 ２３番 金 谷 道 男

２４番 大 山 利 吉 ２５番 鎌 田 正 ２６番 高 橋 敏 英

２７番 橋 村 誠 ２８番 茂 木 隆

欠席議員（２人）

１番 高 橋 幸 晴 ８番 冨 岡 喜 芳

遅刻議員（０人）

早退議員（０人）

説明のため出席した者

市 長 老 松 博 行 副 市 長 佐 藤 芳 彦

副 市 長 西 山 光 博 教 育 長 吉 川 正 一

上 下 水 道 事 業
代 表 監 査 委 員 福 原 堅 悦 今 野 功 成

管 理 者

総 務 部 長 舛 谷 祐 幸 企 画 部 長 五十嵐 秀 美

市 民 部 長 佐 川 浩 資 健 康 福 祉 部 長 加 藤 実

農 林 部 長 福 田 浩 経 済 産 業 部 長 高 橋 正 人

建 設 部 長 古 屋 利 彦 災害復旧事務所長 進 藤 孝 雄

病 院 事 務 長 冨 樫 公 誠 教 育 指 導 部 長 高 野 一 志

総 務 部 次 長 兼
生 涯 学 習 部 長 安 達 成 年 福 原 勝 人

総 務 課 長
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議会事務局職員出席者

局 長 加 藤 博 勝 参 事 進 藤 稔 剛

主 幹 冨 樫 康 隆 主 席 主 査 佐 藤 和 人

午前１０時００分 開 議

○議長（茂木 隆） おはようございます。これより本日の会議を開きます。

欠席の届け出は、１番高橋幸晴君、８番冨岡喜芳君であります。

○議長（茂木 隆） 本日の議事は、議事日程第４号をもって進めます。

○議長（茂木 隆） 日程第１、諸般の報告をいたします。

例月現金出納検査結果が市監査委員から提出されましたので、別添お手元に配付のと

おり報告いたします。

○議長（茂木 隆） 次に、日程第２、議案第１４２号を議題といたします。

本件に関し、委員長の報告を求めます。総務民生常任委員長２３番金谷道男君。

（「はい、議長、２３番」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） はい、２３番。

【２３番 金谷道男議員 登壇】

○総務民生常任委員長（金谷道男） おはようございます。

本会議第３日、当委員会に審査付託となりました事件について、去る１２月１０日、

委員会を開催し、所管関係部長等の出席を求め、慎重審査いたしましたので、その経過

及び結果についてご報告いたします。

議案第１４２号「秋田県市町村総合事務組合規約の一部変更について」は、当局の説

明内容を了とし、質疑・討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件

は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（茂木 隆） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） 質疑なしと認めます。

【２３番 金谷道男議員 降壇】

○議長（茂木 隆） これより討論を行います。討論の通告がありませんので討論なしと

認めます。

これより、議案第１４２号を採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決で

あります。本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） ご異議なしと認めます。よって本件は、原案のとおり可決されまし

た。

○議長（茂木 隆） 次に、日程第３、議案第１４１号及び日程第４、議案第１４３号の

２件を一括して議題といたします。

本２件に関し、委員長の報告を求めます。企画産業常任委員長６番秩父博樹君。

（「はい、議長、６番」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） はい、６番。

【６番 秩父博樹議員 登壇】

○企画産業常任委員長（秩父博樹） 今期定例会、本会議第３日に当常任委員会に審査付

託となった事件につきまして、去る１２月１０日に委員会を開催し、所管関係部長等の

出席を求めて慎重審査いたしましたので、その経過及び結果についてご報告いたします。

はじめに、議案第１４１号「大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例の制定について」につきましては、当局からの内容

説明に対し、委員から「小作料の支払い時期に対する改善要望と、農業委員及び農地利

用最適化推進委員の活動内容の充実を図り、交付金事業の実施を推進していただきた

い。」との質疑に対し、「支払い時期の改善については、要望していくとともに、活動

内容の勉強会を開催するなど、充実した活動を促進し、農地利用の最適化を進めていき

たい。」との答弁がありました。

当局の説明を了とし、討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件

は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

次に、議案第１４３号「大仙市協和モーターサイクル場の指定管理者の指定につい



- 112 -

て」につきましては、当局からの内容説明に対し、委員から「年間の利用者数はどれく

らいか。」との質疑に対し、「平成２９年度は、３３４件。７月以降は、災害により営

業ができない状況でした。また、平成３０年度は、８月から営業を再開し、これまで

２１７件の利用がありました。」との答弁がありました。

当局の説明を了とし、討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件

は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（茂木 隆） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） 質疑なしと認めます。

【６番 秩父博樹議員 降壇】

○議長（茂木 隆） これより討論を行います。討論の通告がありませんので討論なしと

認めます。

これより、議案第１４１号及び議案第１４３号の２件を一括して採決いたします。本

２件に対する委員長報告は原案可決であります。本２件は、委員長報告のとおり決する

ことにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） ご異議なしと認めます。よって本２件は、原案のとおり可決されま

した。

○議長（茂木 隆） 次に、日程第５、議案第１４４号及び日程第６、議案第１４５号の

２件を一括して議題といたします。

本２件に関し、委員長の報告を求めます。教育福祉常任委員長１３番小松栄治君。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） はい、１３番。

【１３番 小松栄治議員 登壇】

○教育福祉常任委員長（小松栄治） 本会議第３日に当委員会に審査付託となりました事

件につきまして、去る１２月１０日に委員会を開催し、所管関係部長等の出席を求めて

慎重審査いたしましたので、その経過と結果について報告いたします。
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はじめに、議案第１４４号「大仙市南外体育館等の指定管理者の指定について」につ

きましては、当局の内容説明を了とし、質疑及び討論はなく、採決の結果、出席委員の

一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

次に、議案第１４５号「大仙市ふれあい体育館等の指定管理者の指定について」、委

員から「指定管理者の選定に当たっては、指定管理者となる株式会社オーエンスから提

出された書類だけで審査をしているのか。また、現場でも確認しているのか。」との質

疑があり、これに対しまして当局からは「事前の書類審査と選定委員会においてのプレ

ゼンテーションによって審査している。」との答弁がありました。

そのほか、２、３の質疑がありましたが、当局の説明を了とし、討論はなく、採決の

結果、出席委員一致をもちまして、本件は原案のとおり可決するべきものと決した次第

であります。

以上で報告を終わります。

○議長（茂木 隆） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） 質疑なしと認めます。

【１３番 小松栄治議員 降壇】

○議長（茂木 隆） これより討論を行います。討論の通告がありませんので討論なしと

認めます。

これより、議案第１４４号及び議案第１４５号の２件を一括して採決いたします。本

２件に対する委員長報告は原案可決であります。本２件は、委員長報告のとおり決する

ことにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） ご異議なしと認めます。よって本２件は、原案のとおり可決されま

した。

○議長（茂木 隆） 次に、日程第７、議案第１４６号を議題といたします。

本件に関し、委員長の報告を求めます。建設水道常任委員長７番石塚柏君。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） はい、７番。
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【７番 石塚柏議員 登壇】

○建設水道常任委員長（石塚 柏） ご報告いたします。

今次定例会、本会議第３日に当委員会に審査付託となりました事件につき、去る１２

月１０日に委員会を開催し、所管関係部長等の出席を求めて慎重審査いたしましたので、

その経緯・結果についてご報告をいたします。

議案第１４６号「南外ふれあいパークの指定管理者の指定について」につきましては、

当局からの内容の説明に対し、委員から「施設を管理するだけであれば地元の団体等で

も可能と思うが、秋田市の厚生ビル管理株式会社を指定管理者とする最大のメリットは

何か。」との質疑があり、当局からは「南外ふれあいパークのほかに、隣接するスポー

ツ施設も全て含めて一体的に管理した方が効率的であり、そのため指定管理としている。

今回の更新に当たり、指定管理者を公募したところ、厚生ビル管理株式会社から応募が

あり、選考の結果、指定管理者とするものである。」との答弁がありました。

また、委員から「今回の指定管理に当たり、地域住民の声は聞いているのか。」との

質疑があり、当局からは「地域住民を対象にアンケート調査を実施している。住民から

は『グラウンドゴルフ場は、きれいに管理されている。』『桜の木の剪定の要望に対し、

対応してもらった。』などの意見をいただいているので、きちんと管理されていると感

じている。」との答弁がありました。

そのほか、２、３の質疑がありましたが、当局からの内容説明を了とし、討論はなく、

採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決し

た次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（茂木 隆） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） 質疑なしと認めます。

【７番 石塚柏議員 降壇】

○議長（茂木 隆） これより討論を行います。討論の通告がありませんので討論なしと

認めます。

これより、議案第１４６号を採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決で

あります。本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） ご異議なしと認めます。よって本件は、原案のとおり可決されまし

た。

○議長（茂木 隆） 次に、日程第８、議案第１４７号及び日程第９、議案第１４８号の

２件を一括して議題といたします。

本２件に関し、各委員長の報告を求めます。はじめに、総務民生常任委員長２３番金

谷道男君。

（「はい、議長、２３番」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） はい、２３番。

【２３番 金谷道男議員 登壇】

○総務民生常任委員長（金谷道男） ご報告いたします。

議案第１４７号「平成３０年度大仙市一般会計補正予算（第６号）」のうち、当委員

会に付託された所管する予算については、当局からの補正内容の説明に対し、質疑にお

いて、「災害障害見舞金の支給基準となる障害の程度はどのくらいか。また、障害者手

帳の何級が対象になるのか。」との質問には、「障害者手帳が交付された方で、両目失

明、両上肢や両下肢を全廃したなど、重度の障害が残った方に支給される。障害者手帳

の等級を支給基準とはしていないが、障害者手帳の等級と比較すると、症状により１級

及び２と３級の一部が該当するようだ。」との答弁がありました。

その他に質疑がありましたが、当局の説明を了とし、討論はなく、採決の結果、出席

委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（茂木 隆） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） 質疑なしと認めます。

【２３番 金谷道男議員 降壇】

○議長（茂木 隆） 次に、企画産業常任委員長６番秩父博樹君。

（「はい、議長、６番」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） はい、６番。
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【６番 秩父博樹議員 登壇】

○企画産業常任委員長（秩父博樹） ご報告いたします。

同じく議案第１４７号のうち、当委員会に審査付託となりました所管する補正予算に

つきましては、当局からの内容説明に対し、質疑において、委員から、農業と食に関す

る基本構想策定事業費について、「集荷状況から見て、農家の農協離れが心配されない

か。これによって、この構想に対する影響も出てくるのではないか。」との質疑に対し、

「ＪＡ秋田おばこ管内の米の契約は前年比６パーセント減、集荷率は１０月末現在で

８５．３パーセントであり、内訳については把握しづらい部分であるが、早場米は価格

差に関しても有利であり、例年のような動きはあったものと思われる。今回の構想によ

る新たな取り組みを生かし、農家の生産意欲向上することによって、農協に対しても好

影響を与えることにつなげてまいりたい。」との答弁がありました。

そのほか、２、３の質疑がありましたが、当局の説明を了とし、討論はなく、採決の

結果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第

であります。

以上で報告を終わります。

○議長（茂木 隆） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） 質疑なしと認めます。

【６番 秩父博樹議員 降壇】

○議長（茂木 隆） 次に、教育福祉常任委員長１３番小松栄治君。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） はい、１３番。

【１３番 小松栄治議員 登壇】

○教育福祉常任委員長（小松栄治） 報告いたします。

議案第１４７号「平成３０年度大仙市一般会計補正予算（第６号）」のうち、当委員

会に付託になりました所管する予算につきましては、当局からの補正内容の説明に対し

まして、校舎等維持補修及び施設整備費について、委員から「豊川小や豊岡小など、統

合する予定のある小学校にも空調設備を設置するのか。」との質疑があり、これに対し

まして当局からは「中仙地域の小学校の統合については、中仙地域を１校とするのか２
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校とするのか、また、どこに設置するのか等、保護者の中でも意見等が分かれている。

仮に１校とする場合でも、統合までは少なくとも５、６年かかると思われるため、空調

設備はきちんと整えておきたいと考えている。」との答弁がありました。

次に、保健事業費の健康管理システムの改修について、委員から「システムを導入す

ることにより、平成３１年度から健康推進員報酬費が不要になるのか。」との質疑があ

り、これに対しまして当局から「システムを導入することで、今後、健診案内通知等は

全て郵送となるので、健康推進員は廃止し、報酬費は不用となる。健康推進員に代わる

ものとして、新たに地域における健康づくりのための人材育成事業を行う予定であ

る。」との答弁があり、また、委員から「市ではいろいろな健診をやっていると思うが、

各事業所でも事業団や医療機関などが検診を行っている。このシステムで、各事業所も

含めたすべてのデータが出るようになるのか。」との質疑があり、これに対しまして当

局からは「システムには、市の健診対象者の結果しか入っておらず、ほかの職域関係の

結果等については入っていない。」との答弁がありました。

そのほか、２、３の質疑がありましたが、当局の説明を了とし、討論はなく、採決の

結果、出席委員一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決定した次第

であります。

次に、議案第１４８号「平成３０年度大仙市一般会計補正予算（第７号）」につきま

しては、当局の補正内容の説明を了とし、質疑及び討論はなく、採決の結果、出席委員

一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（茂木 隆） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） 質疑なしと認めます。

【１３番 小松栄治議員 降壇】

○議長（茂木 隆） 次に、建設水道常任委員長７番石塚柏君。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） はい、７番。

【７番 石塚柏議員 登壇】

○建設水道常任委員長（石塚 柏） ご報告いたします。
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議案第１４７号のうち、当委員会に審査付託となりました所管する予算につきまして

は、当局からの補正内容の説明に対し、都市管理課所管の南外ふれあいパーク指定管理

料の債務負担行為について、委員から「指定管理者の公募に当たり、市が算出した基準

費用額に対し、応募した指定管理者が申請した指定管理料の方が大きかった場合、指定

管理料を増額することはあるのか。」との質疑があり、当局からは「指定管理者選定委

員会で、申請された指定管理料が適正であるかどうかの審査をし、適正であるとの判断

がされれば、その増額した金額を指定管理料として決定する。」との答弁がありました。

そのほか、２、３の質疑がありましたが、当局からの補正内容の説明を了とし、討論

はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきも

のと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（茂木 隆） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） 質疑なしと認めます。

【７番 石塚柏議員 降壇】

○議長（茂木 隆） これより討論を行います。討論の通告がありませんので討論なしと

認めます。

これより、議案第１４７号及び議案第１４８号の２件を一括して採決いたします。本

２件に対する委員長報告は原案可決であります。本２件は、委員長報告のとおり決する

ことにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） ご異議なしと認めます。よって本２件は、原案のとおり可決されま

した。

○議長（茂木 隆） 次に、日程第１０、陳情第１８号を議題といたします。

本件に関し、委員長の報告を求めます。総務民生常任委員長２３番金谷道男君。

（「はい、議長、２３番」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） はい、２３番。

【２３番 金谷道男議員 登壇】
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○総務民生常任委員長（金谷道男） ご報告いたします。

陳情第１８号「７５歳以上の後期高齢者医療自己負担を２割にしないことを国に求め

る陳情書」につきましては、願意を妥当とし、採決の結果、出席委員の一致をもちまし

て、本件は採択すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（茂木 隆） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） 質疑なしと認めます。

【２３番 金谷道男議員 降壇】

○議長（茂木 隆） これより討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） 討論なしと認めます。

これより、陳情第１８号を採決いたします。本件に対する委員長報告は採択でありま

す。本件は委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） ご異議なしと認めます。よって本件は、採択することに決しました。

○議長（茂木 隆） 次に、日程第１１、陳情第１３号を議題といたします。

本件に関し、委員長の報告を求めます。企画産業常任委員長６番秩父博樹君。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） はい、６番。

【６番 秩父博樹議員 登壇】

○企画産業常任委員長（秩父博樹） ご報告いたします。

陳情第１３号「陳情 食糧の安全・安心を図るために農産物検査法及び食品表示法の

抜本的見直しが必要です」につきましては、願意を妥当と認め、採決の結果、出席委員

の一致をもちまして、本件は採択すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（茂木 隆） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） 質疑なしと認めます。

【６番 秩父博樹議員 降壇】

○議長（茂木 隆） これより討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） 討論なしと認めます。

これより、陳情第１３号を採決いたします。本件に対する委員長報告は採択でありま

す。本件は委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） ご異議なしと認めます。よって本件は、採択することに決しました。

○議長（茂木 隆） 次に、日程第１２、請願第９号から日程第１７、陳情第１９号まで

の６件を一括して議題といたします。

本６件に関し、委員長の報告を求めます。教育福祉常任委員長１３番小松栄治君。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） はい、１３番。

【１３番 小松栄治議員 登壇】

○教育福祉常任委員長（小松栄治） 報告いたします。

はじめに、請願第９号「四ツ屋公民館の建て替えに関する請願」につきましては、

「その願意は認めるが、現段階での建て替えは市の財政上厳しいので、耐震診断の結果

により、必要に応じて体育館棟の耐震補強や公民館棟の維持修繕を行い、その後の建物

の状況を見ながら、今後の建て替え等について検討していただきたい。」との意見があ

り、採決の結果、出席委員一致をもちまして、本件は趣旨採択すべきものと決した次第

であります。

次に、陳情第９号「臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める陳情書」につ

きましては、「陳情書の提出者が団体の代表者ではなく、また、記載事項にも不明瞭な

点がある。」との意見があり、採決の結果、出席委員一致をもちまして、不採択と決し

た次第であります。

次に、陳情第１５号「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善と大幅増員のため国

に対し意見書の提出を求める陳情」、陳情第１６号「「介護労働者の労働環境及び処遇
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の改善」のために国に対し意見書の提出を求める陳情」、陳情第１７号「看護師の全国

を適用地域とした特定最賃の新設のため国に対し意見書を求める陳情書」の３件につき

ましては、願意を妥当と認め、採決の結果、出席委員一致をもちまして、本３件は採択

すべきものと決した次第であります。

次に、陳情第１９号「介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善等を国に求める陳

情書」につきましては、委員から「これまでの制度改正により保険外し的なことが行わ

れ、これでは介護保険ではないのではないかとの声が高まった上での制度を改善してほ

しいという国民の要望であるので、採択すべきものである。」との意見と、「介護保険

制度の改善となれば、非常に難しい問題があり、国の制度に関し、現時点で見直しの意

見書を提出するのはいかがなものか。」との意見がありました。

挙手採決の結果、賛成少数により、本件は不採択すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（茂木 隆） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） 質疑なしと認めます。

【１３番 小松栄治議員 降壇】

○議長（茂木 隆） これより討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） 討論なしと認めます。

これより、ただいま議題となっております案件中、陳情第９号「臓器移植の環境整備

を求める意見書の採択を求める陳情書」を採決いたします。この採決は起立をもって行

います。本件に対する委員長報告は不採択であります。本件を採択と決することに賛成

の諸君の起立を求めます。

（賛成者０人 起立）

○議長（茂木 隆） 起立者はおりません。よって本件は、不採択と決しました。

次に、ただいま議題となっております案件中、陳情第１９号「介護保険制度の改善、

介護従事者の処遇改善等を国に求める陳情書」を採決いたします。この採決は起立を

もって行います。本件に対する委員長報告は不採択であります。本件を採択と決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。
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（賛成者３人 起立）

○議長（茂木 隆） 起立少数であります。よって本件は、不採択と決しました。

次に、ただいま議題となっております案件中、請願第９号「四ツ屋公民館の建て替え

に関する請願」を採決いたします。本件に対する委員長報告は趣旨採択であります。本

件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） ご異議なしと認めます。よって本件は、趣旨採択とすることに決し

ました。

次に、ただいま議題となっております案件中、陳情第１５号から陳情第１７号までの

３件を一括して採決いたします。本３件に対する委員長報告は採択であります。本３件

は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） ご異議なしと認めます。よって本３件は、採択することに決しまし

た。

○議長（茂木 隆） 次に、日程第１８、陳情第１４号を議題といたします。

本件に関し、委員長の報告を求めます。建設水道常任委員長７番石塚柏君。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） はい、７番。

【７番 石塚柏議員 登壇】

○建設水道常任委員長（石塚 柏） ご報告いたします。

陳情第１４号「通学に伴う防塵舗装に関する陳情」につきましては、現地調査を行い、

慎重に審査した結果、「その願意は認めるが、陳情のあった路線は水田に隣接し、軟弱

な地盤のため、防塵舗装や除雪に課題がある。また、通学路として利用する児童数も不

明であり、街灯もなく防犯上の問題もあるので、今後の通学の状況を見ながら検討すべ

きものである。」との意見がありました。

採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件は趣旨採択すべきものと決した次第

であります。

以上で報告を終わります。

○議長（茂木 隆） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありません
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か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） 質疑なしと認めます。

【７番 石塚柏議員 降壇】

○議長（茂木 隆） これより討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） 討論なしと認めます。

これより、陳情第１４号を採決いたします。本件に対する委員長報告は趣旨採択であ

ります。本件は委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） ご異議なしと認めます。よって本件は、趣旨採択することに決しま

した。

○議長（茂木 隆） 次に、日程第１９、意見書案第１０号から日程第２３、意見書案第

１４号までの５件を一括して議題といたします。

意見書案第１０号は総務民生常任委員長から、意見書案第１１号は企画産業常任委員

長から、意見書案第１２号から意見書案第１４号までの３件は教育福祉常任委員長から、

それぞれ提出されております。

お諮りいたします。意見書案第１０号から意見書案第１４号までの５件は、会議規則

第３７条第３項の規定により、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） ご異議なしと認めます。よって本５件については、提案理由の説明

は省略することに決しました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） 質疑なしと認めます。

ただいま議題となっております本５件は、会議規則第３７条第２項の規定により、委

員会には付託いたしません。

これより討論を行います。討論はありませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） 討論なしと認めます。

これより意見書案第１０号から意見書案第１４号までの５件を一括して採決いたしま

す。本５件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） ご異議なしと認めます。よって本５件は、原案のとおり可決されま

した。

お諮りいたします。ただいま議決されました意見書案第１０号から意見書案第１４号

までの５件について、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものにつきまして

は、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） ご異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字、その他の整理

は、議長に委任することに決しました。

○議長（茂木 隆） 次に、日程第２４、各委員会からの閉会中の継続審査及び所管事務

調査の申し出についてを議題といたします。

各委員長から審査及び調査中の事件につき、会議規則第１０４条並びに第１１０条の

規定により、お手元に配付いたしましたとおり閉会中の継続審査及び所管事務調査の申

し出がありました。

お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び所管事務

調査とすることにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） ご異議なしと認めます。よって、各委員長からの申し出のとおり決

しました。

○議長（茂木 隆） 以上で、本定例会の日程は全部終了いたしました。

○議長（茂木 隆） これにて平成３０年第４回大仙市議会定例会を閉会いたします。

長期間にわたり、大変ご苦労様でした。

午前１０時４６分 閉 会
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。

平成 年 月 日

大仙市議会議長

議 員

議 員

議 員
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